
 

 

 

 

 

みんなで支える学校 

                                                        校 長 遠 藤 由 樹 

くろもり会の総会が 5月 2日に開催され、市内で初めての、PTAではない保護者様による学校支

援組織が立ち上がります。およそ８１％の世帯のご賛同をいただき、コンパクトな、役員を強制されな

い、任意加入の組織となる予定です。開校前から２年間に渡り検討を重ねてこられた設置プロジェクト

の皆様、本当にありがとうございました。 

さて、総会前にある保護者の方より、「運営チーム、各種リーダー、各ボランティア活動に参加しない

場合の、入会するメリットは？入会しないデメリットは？」というご質問がありました。 

結論から申し上げますと、保護者の方への直接のメリットやデメリットはありません。しかし、多くの

方の賛同がある事で、保護者による子どもたちへの支援が持続可能なものとなり、子どもたちのため

に、できれば入会していただきたいというのが校長の考えです。 

 会へ賛同してくださる方が多くいること、また、入った人が会費を出していただくことで、例えば、草

取り等でボランティアをしてくださる方に、軍手を用意したりお茶を出して労ったりすることができる

ようになります。旗振り関連の用具を購入したり、保護者会独自で通学路の安全対策をすることもで

きるようになります。 

様々なボランティアで参加する方にとって、参加はしないけど賛同している人が多いのと、自分達

だけで行っているのとでは、モチベーションに差があります。賛同者の数がたくさんいることは、今後

保護者様による子どもたちへの支援を持続可能な活動としていくのに、必要なことではないかと思い

ます。ボランティアに参加できない方が、「さまざまな状況があり、今回は参加できないけど、活動に

対して賛同はしているのだ」と表現することは、実際に活動する方々の心の支えになるのではないか

と思います。会に賛同してくれる方は、たとえボランティアを直接しなくても、ボランティアをしてくれ

る方を支える力なのだと思います。 

このように、保護者様による子どもたちへの支援のモチベーションを上げ、持続可能なものとする

ことで、お子さんの学校生活が充実したり、保護者主催の行事が開かれたり、登下校の安全が高まっ

たり、学校の環境が良くなったりと子どもたちにメリットが還元される感じです。 

入会しない場合のデメリットは現時点でありません。情報も常に全体に流していくつもりです。しか

しながら、今後賛同者が少なくなれば、一部の方の頑張りに頼らざるを得なくなり、くろもり会の活動

全体が衰退していくものと思います。 

 

震災の時だったと思いますが、「力のある人は力を出せ！知恵のある人は知恵を出せ！お金のある

人はお金を出せ！何もなければ元気を出せ！」という言葉があったと思います。できることを、でき

るひとが、できるときに！を貫くことで、子どもたちを気持ちよく支援してくれる輪の拡がりを作れれ

ばいいなと思っています。 

 

令和４年４月２８日   

 くろもりだより 流山市立おおぐろの森小学校 

学校だより 

 

 



 

 

２日（月） 

６日（金） 

１０日（火） 

１２日（木） 

１７日（火） 

 

 

１９日（木） 

くろもり会総会（１５：４５～） 

委員会活動（５、６年生１５：３０下校） 

田植え（5年生） 

眼下検診 

陸上部を励ます会（動画） 

尿検査一次 

ニコニコ活動Ⓐ 

市内陸上競技大会 

２０日（金） 

２４日（火） 

２５日（水） 

２６日（木） 

２７日（金） 

 

３１日（火） 

 

市内陸上競技大会※予備日 

ニコニコ活動Ⓑ 

３年生校外学習（筑波山） 

尿検査予備日 

クラブ活動（４～６年生１５：３０下校） 

１年生心臓検診 

２年生校外学習（アンデルセン公園） 

教育相談日 

【６月の主な予定】 

３日：委員会活動    ８日：耳鼻科検診  ９日：歯科検診  １５日：県民の日 

１７日：クラブ活動  ２１日：授業参観（１、６年）  ２２日：授業参観（３、５年）   

２３日：授業参観（２、４年）  ２４日：流教研  ２９日：内科検診  ３０日：教育相談日 

 

 

 

本校では、いつでも授業参観はできますが、今年度も毎月１回教育相談日を設定しております。お子様

の学校生活についてご相談がございましたら、担任にご連絡ください。担任以外の窓口として、教頭、養

護教諭、特別支援コーディネーター等もご相談にあたりますので、ご希望がございましたらお申し付けく

ださい。なお、本校には市と県のスクールカウンセラー２名定期的に来校いたしますので、カウンセラーに

相談希望の場合は担任か教頭までご連絡ください。学校と家庭が連携を密にし、お子様の健やかな成長

のために取り組んでまいります。  

 

 

 

【「悩みごと相談員」の先生】 

 本校では、児童がいろいろな悩みごとがある場合は、担任の先生だけでなく、教頭と養護教諭を「悩

みごと相談員」の先生としています。担任の先生には伝えにくい悩みごとがある場合は、「悩みごと相談

員」に気軽に相談するよう、お子様にお伝えください。 

【朝の登校時間】 

８時１０分から朝の会が始まります。その時間には、身支度を整え、着席していられるよう、登校時間

を考えていただき、家を出発させてください。ただし、安全上、部活動等朝の活動がない日は、７時３５

分まで昇降口を開けませんので、早く登校しすぎることがないようお願いします。 

【集金日】 

各学期に１回ずつ集金日を設定しており、１学期は６月７日が集金日となります。集金額等について

は追ってお知らせいたします。 

【５月の連休の過ごし方について】 

 ４月２５日に一都三県共同メッセージが発信されましたが、ゴールデンウィークにおいても感染対策の

徹底にご理解ご協力をお願いいたします。手洗いや手指消毒、換気といった基本的対策の徹底や、旅

行や帰省の際も混雑する場所や時間を避けるといった感染対策について新型コロナウイルスの感染拡

大防止に努めていただきますようお願いいたします。 
 

５ 月 の 主 な 行 事 

お 知 ら せ ・ お 願 い 

教 育 相 談 日 つ い て 


